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１．子ども・子育て支援事業計画について
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計画の位置づけ

「子ども・子育て支援事業計画」は、「子ども・子育て支援法」第61条において、すべて

の市町村が策定を義務づけられている法定計画です。

市町村は、５年を１期として、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業の需要予測

（量の見込み）と、それを充足するための提供体制（確保方策）を決定する必要があります。

需要予測を立てるため、利用実績やアンケート調査から、潜在的なニーズや将来的なニーズの

変化を的確に捉え、実効性・実現性をもった計画とする必要があります。

■法的な位置づけ

■他計画との関連

「野洲市子ども・子育て支援事業計画」は

「野洲市総合計画」を上位計画とし、他の計画

とも施策の調和を図りながら推進するものです。



２．計画策定のスケジュール等
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予定スケジュール

令和５年度 第２期子ども・子育て支援事業計画 次期計画策定に向けて

令和６年度

令和７年度

・各種施策の展開による計画の推進

・令和５年度の進行管理

・各種施策の展開による計画の推進

・令和６年度の進行管理

・第２期計画の評価と検証

・委託業者の選定

・ニーズ調査の実施 → 量の見込みと確保量の算出

・子ども人口推計等基礎的データ集計

・関連法令、指針等の動向把握

・ニーズ調査の結果に基づく確保方策事業量の算出

・各種データや事業を反映した計画の作成

第３期子ども・子育て支援事業計画

・各種施策の展開による計画の推進

・令和７年度の進行管理
・令和６年12月頃にパブリックコメント

・令和７年3月に計画策定

・令和６年10月頃までに原案を作成

・子育て支援会議、関係機関からの意見を反映した素案作成

計画策定の流れ
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計画策定の作業ステップ

（１）ニーズ調査の実施 【Ｒ５年度】

（２）教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の推計 【Ｒ５年度】

（３）子ども・子育て支援に関する情報把握 【Ｒ５年度】【Ｒ６年度】

（４）現行計画の分析と課題等の整理 【Ｒ６年度】

（５）教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の推計 【Ｒ６年度】

（６）関係者へのヒアリングの実施 【Ｒ６年度】

（７）法令改正等による対応 【Ｒ６年度】

（８）次期計画の発効に向けた手続き 【Ｒ６年度】
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計画策定の流れ



３．第２期計画の評価と検証について
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１．評価と検証の手法

「野洲市子ども・子育て支援事業計画」では、幼稚園・保育所（園）等や、地域子ども・子

育て支援事業（法定13事業）の需給状況について、毎年度の進行管理をしています。

第２期計画の評価と検証は、「第５章 包括的子育て支援施策」に位置付けられたすべての

取組を振り返り（実績と課題を総括）、第３期計画に向けての方向性を検討するものです。

■第２期計画の振り返り

■第１期計画の振り返り資料（まとめ）

・第２期計画に位置付けられたひとつひとつの

事業の振り返り・今後の方向性を関係部署が

記載します。

・関係部署の記載内容をとりまとめたものを、

第３期計画に「第２期計画の総括」として

記載します。
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２．補足調査

前述の調査シートの内容を踏まえ、重要性の高い事業や、新規・拡充事業を所管する関係部

署については、必要に応じヒアリングを実施し、第３期計画における事業の方針や考え方につ

いて、詳細に整理します。

■関係課へのヒアリング

市内で教育・保育事業や子育て支援事業に取り組む事業者に対してヒアリングを実施し、

数値的な需給状況だけでなく、現場の課題感や要望を把握することにより、今後の野洲市の

需給計画のあり方を検討します。

■市内事業者へのヒアリング



４．次回の検討項目
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次回の検討項目

➣ 第３期計画の素案

・・・など
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➣ 第２期計画の総括、その他基礎調査結果


